
介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）下記の料金表によって、サービス料金（自己負担額）をお支払いただきます。 
《介護予防・日常生活支援総合事業の対象となるサービスについて》 

    要支援 1 
要支援２で 

週 1 回利用 

要支援２で 

週 2 回利用 

予防通所介護費基本料金 1,798 円 3,621 円 

サービス提供体制強化加算 88 円 176 円 

小 計（1 割負担） 1,886 円／月 3,797 円／月 

小 計（2 割負担） 3,772 円／月 7,594 円／月 

小 計（3 割負担） 5,658 円／月 11,391 円／月 

   ＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）：その月の利用総額の 9.2%が加算されます。 
    

《緩和型サービス A 型》 
      １回の利用料は 348 円 
 

居宅支援サービス利用に係る 1 ヶ月の利用料金の合計が一定以上の場合、高額居宅支援サー

ビス費申請により一定額を超えた分が償還払いされます。対象となる場合、保険者から、申請

の通知が郵送されます。 
 

償還払いについて 
  これは利用料をいったん全額自己負担し、後で払い戻しを受ける制度です。利用者がまだ介

護認定を受けていない場合や、居宅サービス計画が作成されていない場合に行われます。この

場合、利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を掲載した「サービス提供証明書」

を交付します｡ 
 
 
（２） 介護予防・日常生活支援総合事業の対象とならないサービス 
   以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の自己負担となります。 
  ① 食費  昼食 ５００円（おやつ代含む） 

② レクリェーション・クラブ活動 
契約者の希望によりレクリェーション・クラブ活動に参加していただくことができます。 
  料金：材料代等の実費をいただきます。 

③ 日常生活上必要となる諸費用実費 
日常生活品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用で、契約者に負担していただ 

くことが適当であるものにかかる費用を負担していただきます。 
   おむつ代：別紙のとおり 
   外出時・行事の食事代等：実費 
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合、変更内容とその事由について変更を行う１ヶ月前までにご説明し

ます。 


